
令和７年６月11日、改正労働施策総合推進法と改正女性活躍推進法が公布されました。
また、令和６年に改正された育児・介護休業法が、令和７年４月と10月、段階的に施行されました。
説明内容や法改正の主なポイント等については、下記Ａ及びＢ欄に記載のとおりです。
青森労働局では、以下の日程等によりオンラインによる説明会を実施します。

令和８年１月27日・30日・同年２月４日・５日・６日
いずれも13時30分～15時10分 ※５日間とも同じ内容です

Webから申込（申込方法の詳細は、次ページに掲載）

・申込締切日時：各開催日の５日前（17時）まで
・各回定員100社（１社につき接続は１つまでとさせていただきます）
※締切日前に定員に達した時点で受付終了となりますのでご了承ください

申込方法

お問い合わせ先 厚生労働省青森労働局雇用環境・均等室
（TEL：017-734-4211）

「法改正対応！雇用管理改善セミナー」のご案内

（カスハラ対策、女性活躍推進法等）
Microsoft Teams開催

説明会の内容（下記の２つのテーマを上記の開催時間内に説明します）

Ａ．改正労働施策総合推進法
（ハラスメント対策の強化）

１．説明内容
①法改正の概要・内容
②企業の講ずべき措置や取組例

２．法改正の主なポイント
①カスタマーハラスメント対策の義務化
②求職者等に対するセクハラ対策の義務化
（注：いわゆる就活セクハラ）

３．施行日
公布後１年６か月以内の政令で定める日

＜認定マーク＞

Ｂ．改正女性活躍推進法、
改正育児・介護休業法

＜プラチナえるぼし認定とは…＞

女性活躍推進の状況が特に
優良な企業を認定する制度で
す。企業のイメージアップに
つながります。

１．説明内容
①女性活躍推進法改正の概要・内容
②企業の講ずべき措置や取組例
（育児・介護休業法対応就業規則規定例含む）

２．女性活躍推進法改正の主なポイント
①情報公表の義務企業の拡大（101人以上へ）
②情報公表の必須項目の拡大（女性管理職比率
の追加等）

③プラチナえるぼし認定の要件追加

３．施行日
①上記２①と②：令和８年４月１日
③上記２③：左記Ａの３に同じ

日時

事業主、企業の人事労務担当者の方対象者 無料参加料



参加申込後の流れ

注意事項

参加申込方法

１．青森労働局ホームページの「法改正対応！雇用管理改善セミナー（カスハラ対策、女
性活躍推進法等）特設ページ」へアクセス。
（下記のURLを入力、または二次元コードから）

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_01386.html

２．申込画面（労働局（労働基準関係）・労働基準監督署説明会等受付サイト）で申込登
録を行ってください。

☆各開催日の５日前（17時）に申込を締め切ります。
なお、申込締切日時前に定員に達した時点で受付を終了いたしますのでご了承ください。

１．申込が完了しますと、登録されたメールアドレス宛に「受付番号」と「オンライン説
明会URL」ほかの情報が送信されますので内容に間違いがないかご確認ください。当日
は「オンライン説明会URL」よりご入室ください。

法
２．当日の説明資料につきましては、青森労働局ホームページの「法改正対応！雇用管理
改善セミナー（カスハラ対策、女性活躍推進法等）特設ページ」（URL・二次元コード
は上記と同じ）へ掲載いたします。参加者様にてダウンロードし、ご用意ください。な
お、紙媒体の送付は行いませんのでご了承ください（当日はTeams説明画面にも資料を
映します）。

◼ 説明会参加時のスクリーンネームは、受付後に発行された受付番号をネームに変えてご参
加願います。（企業や個人を特定できないネームでの参加をおすすめします。またカメラ
とマイクはオフにしてご参加願います。）

◼ 当日は時間の関係上、ご質問は受け付けておりません。説明会後のアンケートにご質問内
容を記載いただき、主要なご質問に関して、後日、青森労働局ホームページにてご案内い
たします。

◼ 説明会の資料の二次使用や、説明会に関するSNS等への投稿はお断りいたします。

◼ お申し込みの際にご提供いただいた個人情報は、本説明会の管理運営及び今後の説明会の
ご案内以外に使用いたしません。

◼ Teamsに関する使用方法については、本説明会主催者ではお答えしておりませんので、ご
了承ください。

◼ 当日は安定した通信環境でご参加ください。通信環境や回線状況により、音声や映像が乱
れる、画面がフリーズする等、ご視聴いただけない場合がございます。

※開催中に多数の方が入退室を行うと回線に負荷がかかり映像や音声が乱れる可能性がございます。開催時

刻前の入室と、入室後は終了までそのままご参加を継続いただきますようご協力をお願いいたします。

https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/newpage_01386.html
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